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配食サービス利用者名簿の紛失についてのお詫び 
 

社会福祉法人サンフレンズ 
理事長 大友 信勝 

 

日頃から、当法人の事業運営にご協力をいただき誠にありがとうございます。 

5月2日、当法人が杉並区から事業委託を受けております高齢者への配食事業で、上井草ふれ

あいの家の配食サービス利用者の名簿を紛失する事故が発生いたしました。 

この事故は、配食業務中に発生いたしました。当法人の配食サービス担当の運転職員が配食

車でサービス利用者宅を訪問中に、車の鍵をかけなかったため、助手席に置いた私物バッグが

盗難に遭ったものです。 

この私物バッグには、利用者名簿と私物の現金、運転免許証、自宅の鍵などが入っており、

利用者名簿には、利用者氏名、住所、電話番号が記載されておりました。 

利用者名簿を紛失したことは、社会福祉法人の社会的責任を考えますと重大かつ深刻な問題

と受け止めています。 

当法人は、職員の就業規則等において、利用者やその家族等の個人情報の保護を図ることを

定めるとともに昨年5月に「個人情報保護規程」、8月には「個人情報保護方針（プライバシー

ポリシー）」を制定し、日常不断に個人情報の保護の重要性を職員に周知してまいりました。 

しかし、今回の事故は、職員に個人情報保護の重要性が徹底されていないことによって発生

したものであると思います。 

個人情報の適正な管理は、利用者等の個人情報を預っている社会福祉法人の重大な責務です。 

上井草ふれあいの家の配食サービスの利用者やその家族、本事業を当法人に委託している杉

並区等の関係者に多大な迷惑をおかけいたしましたことを深くお詫び申しあげます。 

サンフレンズとしては、法人の総力をあげて個人情報の保護の徹底を図るとともに早急に再

発防止策を構築し、信頼回復に努めてまいりますので、何卒ご理解のほどお願い申しあげます。 

今回、紛失した名簿が振り込め詐欺、消火器の販売、住宅の改修のあっせん等に悪用される

可能性もあります。万が一、このような不審な電話や訪問等を受けた場合は、至急下記までご

連絡いただきますようお願い申しあげます。 
 

＜連絡先＞ 

社会福祉法人サンフレンズ 本部事務局 

杉並区上井草3-33-10 

TEL 03-3394-9833 

FAX 03-3394-9834 
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ふれあいの家ご利用者の食費 

7 月 1 日から 805 円となります 

１．食費の見直しの理由 

    2005年 10月に定めたふれあいの家利用者の食費について、2005年 11月 25日号のサンフ
レンズだよりやそれぞれのふれあいの家のお知らせ等で法人として今春までに見直すことを

利用者やその家族にお知らせしていました。この見直しが終了しましたのでお知らせいたしま

す。また、ご利用者から要望のありましたおやつのみまたは、おやつを食べない昼食のみの料

金も見直しをしましたので合わせてお知らせします。 
    皆さまのご理解をお願いいたします。 
２．食費の考え方 

    国は、自事業所で調理する場合、食材料費と調理費の合算額がその食費の範囲である、調理

費は、厨房器具償却代、消耗品代、調理用品代が計上できると示しています。 
    サンフレンズの食費に対する考え方は、食材料費と調理に要する委託費（調理・配食委託費

から配達に要する費用を差し引いたもの）、厨房器具償却代、消耗品代、調理用品代の合算額

とします。 
３．算定の根拠  

    算定の根拠（算定に使用する数値）は、次のとおりとしました。 
（１）食費を算定するための基礎金額および食数は、2005年度の契約金額と 2005年度の実績食数

とする。 
（２）調理に要する費用は、契約金額から配食サービスの配達に要する経費を差し引いたものとす

る。 
（３）配達に要する経費は、直営で配達を行っている上井草ふれあいの家の費用を基に算定する。 
 （４）調理に要する費用に加算する費用は、2005 年度の調理に必要な消耗品の購入額とそれぞれ

の施設の開所時に購入した厨房備品の購入額を耐用年数で除したものの合計額としました。 
４．配達に要する費用の算定について（表１） 

 （１）配達に要する費用は、人件費・車両費・燃料費・通信費・保険料とします。 
上井草ふれあいの家の配食に使用している 3台の車両のうち、2台は法人所有の車両で、他
の業務と兼用しています。そのため、配食に使用する車両を 3台ともリースにしたと仮定して
算定しました。 

 （２）2005年度上井草ふれあいの家の配食サービスの配達に要した費用は、5,540,851円で、上井
草ふれあいの家の配食数は 26,368食です。1食当たりの配達に要した費用は 210円となりま
す。 

５．調理に要する費用の算定について(表 2) 

 （１）2005 年度のサンフレンズ上井草（上井草園、ショートステイ、上井草ふれあいの家の通所
者・配食サービス利用者）の調理委託費は 34,020,000円です。 

（２）和田・和泉・松ノ木・永福ふれあいの家（サンフレンズ上井草以外の事業所）の調理・配食

委託費は、64,890,000円です。調理・配食委託費から配達に要する費用を差引くと 50,851,080
円となります。 

（３）サンフレンズ全体（サンフレンズ総計）の、契約全額は、98,910,000 円で、配達に要する
費用 14,038,920円を差引くと調理に要する費用は 84,871,080円となり、1食あたりの調理費
は 332円となります。 

６．調理に要する費用に加算する費用(表３) 

  2005 年度の消耗品購入額と初度備品購入額を耐用年数で除した額（1 年度あたりの減価償
却額）を調理に要する費用に加算する費用として加算します。 
上記の合計額 8,539,674 円を法人全体(サンフレンズ総計)の食数 255,642 食で除すと 33 円
です。これが 1食あたりの消耗品購入額と減価償却額となります。 

７．食費について 

1 食あたりの食費は、昼食代とおやつの食材料費（440 円）、調理に要する費用（332 円）および調

理に要する費用に加算する費用(33 円)の合計額 805 円とします。 

現在 858 円ですが、805 円に変更します。 
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８．適用年月日 

改正した食費の適用月日は、2006 年 7 月 1 日からとします。 

 
おやつのみ、昼食のみの費用 

おやつのみ、昼食（おやつなし）のみを喫食する場合の料金 
    おやつ代の計算方法は、食材料費の比率（昼食 370円：おやつ 70円）で調理費を按分しま

す。 
    食費 805 円のうち、調理に要する費用と調理に要する費用に加算する費用の合算額は 365 円です

ので、おやつ代は 128 円とし、昼食のみの場合は、677 円とします。 

おやつのみの費用は、現在 488円を 128円に変更します。 
昼食（おやつなし）の費用は、現在 788円を 677円に変更します。 

(表１）配達に要する費用の算定表 
上井草は配達を直営で行っている。その配達にかかる費用を算定 
算定項目 金額(円） 単価  
配食協力員活動費 912,360 120円／個 2005年度実績 7,603食 
配食運転手賃金 2,626,708  2005年度実績 
ガソリン代 229,320 130円/１ſ 推計 10km/ſ 20km/日 294日/3台 
通信費 93,713  2005年度実績 携帯電話 3台 
保冷車リース料 1,413,720 471240／台 仮定 ３台をリース 
保険料 265,030  2005年度実績 
合計（ｅ） 5,540,851   
配達費用の計算表                           (単位 円) 
上井草ふれあいの家の配達

に要する費用の総額（ｅ） 
上井草ふれあいの家配食

数（ｆ） 配達単価（ｇ）＝（ｅ）/（ｆ） 

5,540,851 26,368 210 
上井草ふれあいの家の配食車は、3台のうち 2台は法人所有の車両を使用しているので、3台ともリ
ース車両と仮定して計算しました。 
 
（表２）調理に要する費用の算定表      
 サンフレンズ総計 
2005年度契約金額（円） 98,910,000 

配達に要する費用（円） 
14,038,920 
円              食 

(210×66,852）
調理費(円） 
（契約金額－配達に要す

る費用） 
84,871,080 

食数（食） 255,642 
1食あたりの調理費（円） 332
※ 配達に要する費用を 1食あたり 210円で計算すると、 
法人全体では調理に要する費用は、1食あたり 332円となります。 
（表３）調理に要する費用に加算する費用 

（単位 円） 
 消耗品購入額 消化減却額 合計 
合計 2,434,147 6,105,527 8,539,674 
※ 消耗品購入額は、鍋・釜、まな板・包丁・塩分測定器・調理器具等 
の 2005年度購入額 

※ 減価償却額は、冷凍冷蔵庫、製氷器、電磁調理器、食器消毒保管庫等の 
初度備品の購入額を耐用年数で除した額 

特別養護老人ホーム上井草園

およびショートステイ利用者の

料金は、いままでどおりです。 
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Ⅱ ２００５年度の重点事項 
１ 利用者サービスの向上 

(1)特別養護老人ホーム 
①『グループケアの充実』 
  グループケアの実践は、利用者との信頼

関係の構築に不可欠なものとなりました。

職員は、身近な利用者のニーズを以前より

把握することができました。今後も可能な

限り、より個別の対応で介護にあたります。 
②『家庭的な環境づくり』 
 西側リビングの拡張については、2005年

秋から再検討しました。大規模な改修工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ではなく、現在の環境を維持しながら整備

を図ることとし、2006年度から実践します。 

③『チームケアへの取り組み』 

  利用者の状態に変化が生じた場合は、具

体的な課題・問題に対して随時、看護職・

介護職・栄養士・生活相談員によるミーテ

ィングを実施しました。また、内容によっ

ては家族や医師を含めてのカンファレンス

も行ないました。ミーティング等の実施に

より、少しずつ専門職間の連携を図ること

ができました。 

④『記録の徹底』 

2005 年度事業報告および決算報告 

5月 26日に開催された理事会・評議員会で、2005年度（2005年 4月 1日～2006年 3月
31日）の事業報告と決算が承認されました。紙面の都合により、事業報告は重点事項の抜粋、
決算は、収支計算書と、貸借対照表を掲載します。 

Ⅰ 2005年度の総括と2006年度における事業展開 

 2004年度から自主運営となった特別養護老人ホーム・ショートステイ・デイサービス事

業は、順調に推移してきています。しかしながら、介護保険法の2005年10月と2006年4

月の改正により、介護サービス事業者の経営は今後ますます厳しくなるものと予想されま

す。経営の安定を図るべく、さらに強固な基盤整備に努めていく必要があります。 

 一方、2005年度事業計画に掲げた事項で、未実施のものの早期実施や利用者サービスの

向上、地域との協調・協働、職員の育成などの面で多くの課題も山積しています。 

 そのため、国の政策動向や制度の見直しを見据えながら、これらの課題を迅速に検討し、

その検討結果に基づいて事業を展開していきます。 

 

（１）利用者に対する介護（ケア）の基準づくりに向けての検討 

（２）介護サービス計画および通所介護計画の定期的な作成・見直しの実施 

（３）身体拘束ゼロ、事故防止のための具体策の検討 

（４）特別養護老人ホームでの看取りの態勢づくりの検討 

（５）緊急ショートステイ受入れのための態勢づくり 

（６）ふれあいの家認知症利用者に対するプログラムと個別ケア実施に向けての検討 

（７）善福寺三丁目特別養護老人ホームの運営など新規事業の検討 

（８）将来構想を具体化するため、当法人が実施する事業の検討 

（９）地域の要望を事業に結びつけるための仕組みの検討 

（10）職員研修計画に基づいた職員育成のための研修の実施 
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 必要に応じて、家族を含むサービス担当

者会議等を開催しました。しかし、一部、

会議の記録やケアプラン作成まで反映する

ことができなかったため、これらは2006年

度の目標としました。 

⑤『身体拘束ゼロをめざして』 

 毎月 1回定期的に委員会を開催しました。

「介護の質の向上こそ、身体拘束をゼロに

する」その達成のために、上井草園独自の

手引（職員の誰もが同じ介護サービスを提

供する「基本的介護手引き」、事故対策の「安

全管理の手引き」、身体拘束の定義とやむを

得ない場合に行なう「身体拘束に関する手

引き」）を作成しました。 

2005年度は、手引きの作成に時間を費や 

し、実践までにはいたりませんでしたが、

多くの職員が問題意識をもつようになりま

した。 

⑥『状況に応じたプログラムづくり』 

  利用者の状態が重度化するなか、活動的

なプログラムへの参加が困難になってきま

した。そんななか、誰もが容易に短時間で

行なえる体操や貼り絵等、工夫しています。 

≪その他≫ 

 2006年1月、東京都の実地指導がありまし

た。改善を要する指導のひとつに、機能訓練

加算の体制不備による介護報酬返還指導があ

りました。返還については、杉並区と協議の

上、2004年10月から2005年12月のまでの

15か月としました。手続きについては 2006

年度に行ないます。 

 2005年 10月、介護保険法の改正により、

特別養護老人ホームとショートステイの利用

料が変更になりました。食費が全額自己負担

（一日あたり 1,380円）となり、居住費が新

たな負担（一日あたり 320円）として発生し

ました。 

 同様に、デイサービス（ふれあいの家）の

食費も全額自己負担（一日あたり858円）と

なりました。利用料については、事前に説明

会を開催し、事業者である法人と利用者との

間で契約を行ないました。 
(2)ショートステイ 
①『居宅介護計画の作成』 

 ショートステイは短期間の利用とはいえ、

当園で生活を送るので、利用者の心身の状

態やニーズ把握に努めました。特に、当園

のショートステイをはじめて使う利用者に

は事前訪問を行い、本人および家族からの

要望をもとに居宅介護計画を作成し、サー

ビスを提供しました。居宅介護計画は、手

書きからパソコン入力に切り替え、利用者

の状態に応じて変更しやすいようにしまし

た。 
②『在宅介護支援』 
  新規利用者の多くは、その後も継続して

当園のサービスを利用しています。利用者

の要望に十分応えきれないこともあります

が、信頼関係を構築しながら、利用者およ

び家族の在宅での生活を支援していきます。 

  空きベッド情報については、その都度、

情報発信することができませんでした。 
(3)デイサービス（ふれあいの家） 

①『送迎の一部自主運営化』 

 各事業所ともバスを小型にし、利用者の

利便性の向上を図りました。年度当初は、

送迎中の事故が発生しましたが、その後は

安定した運行ができました。また、送迎に

ついては、可能な限り利用者の希望する時

間で、ドア・ツー・ドアを行いました。 
②『認知症研修への参加』 
 認知症介護研修の基本コース受講やケア

マネジメントセンター方式の研修など常勤、

非常勤とも認知症研修に参加し、認知症や

認知症ケアに関する基本について学ぶこと

ができました。 
③『認知症の家族会づくり』 
 認知症の家族を対象とした家族会づくり

に取り組みました。上井草ふれあいの家は、

8 月に家族会を発足しましたが、他のふれ
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あいの家は、発足までにはいたりませんで

した。近隣のケア 24と協力し、介護者教室
を実施しました。 
④『機能維持訓練の実施』 
 看護職を中心に機能維持訓練に取り組み

ました。 
⑤『個別プログラムの充実』 
 利用者が喜ぶ外出、外食等に積極的に取

り組みました。また、利用者一人ひとりの

趣味に応じた個別プログラムにも、できる

限り取り組みました。 
⑥『入浴サービスの回数増』 
 利用者の入浴への要望が高まっているの

で、振替利用を実施しました。 
  和泉ふれあいの家では、施設改修をし、

2005年 10月から入浴を開始しました。 
  入浴設備のない松ノ木ふれあいの家は、

杉並区との積極的な交渉が求められます。 
(4)配食サービス 
① 配食時には利用者の安否確認を行い、在

宅生活の支援を行なってきました。不在の

場合は、所在確認ができるまで、対応しま

した。 
  車両には「防犯パトロール中」のステッ

カーを貼り、地域の防犯、犯罪防止に寄与

しました。 
(5)在宅介護支援センター（ケア24上井草） 

① 2005年度をもって在宅介護支援センタ
ー事業は廃止となりました。今後は、地域

包括支援センター事業として、高齢者の生

活全般を支援していきます。 
(6)居宅介護支援事業所 
①『ニーズに基づく居宅サービス計画の作成』 

当初の目標どおり、居宅サービス計画の作

成および見直しができた事業所とできなか

った事業所がありました。 

②『ケアマネージャーの増員と研修』 

  ケアマネージャーの増員を図ってはいる

ものの、まだ十分とはいえません。 

  関係団体に勤務するケアマネージャーを

含めての研修については、それぞれ業務が

忙しく、実施することができませんでした。 

③『実務研修』 

サンフレンズ居宅介護支援事業所で実務研

修を行ない、経験を積んだ後、ケアマネージ

ャー業務に携わりました。 

 
２ 法人の経営改革、事業の運営改革を

すすめます 
(1)将来構想の具体化 
① 2006年3月、将来構想具体化検討会から

当法人の将来構想をさらに具体化するため、

法人職員を中心とした複数のプロジェクト

チームの発足について検討した中間報告を

受けました。2006年度は、新たにプロジェ

クトチームを発足させます。 
(2)長期計画の策定と運営経費の節減 
① 介護保険法改正について、全容が明らか

になるまでに時間がかかり、また、その準

備をすすめていたことから、事業の安定を

図るための長期計画を策定することができ

ませんでした。 

  物品購入や修繕等の支出については、適

切な手続きを経て処理することができまし

た。 

  配置基準の作成や人件費等予算のシュミ

レーションを行なうことはできませんでし

た。 
② 光熱費については、毎月の推移を確認し

ながら無駄をなくすように努めました。 
③ 送迎業務を一部直営とし、経費削減に取

り組みました。その他の委託業務について

は、契約内容と金額を見直しました。 
(3)組織目標・職員目標の設定と実現 
① 2005年度より事業所ごとに組織目標を

掲げました。各事業所の目標と課題を確認

し、職員のチームワークと専門性を高める

きっかけとなりました。 
② 職員からは 2005年度の目標ともなるべ

き自己申告の提出がありました。所属長は
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職員一人ひとりと自己申告について話し合

い、職員の自主性、内発性を汲み取ること

ができました。また、職員も職場へのアイ

デンティティを高めることができました。 
(4)四つの会の事業の統廃合および組織再編

の検討への参画 
① 法人内に問題解決型の「四つの会事業再

編・統合検討委員会」を設置しました。こ

の委員会では、社団法人友愛の灯協会訪問

介護事業のサンフレンズへの移行、居宅介

護支援事業の統合・移行について検討しま

した。法人としても、さまざまな問題・課

題はあるものの、今後の当法人の発展の方

向や地域ケアの展開に向けた人材、スキル

の充実といった観点からも2006年4月1日

の移行を決定し、その準備をすすめてきま

した。 

また、杉並・老後を良くする会の配食サ

ービスについては、「四つの会事業再編・統

合検討委員会」の検討結果に基づき、次の

ように対応しました。杉並・老後を良くす

る会が配食サービスを終了するにあたり、

その利用者の一部を当法人が運営するふれ

あいの家の配食サービス利用該当者として、

同会から紹介を受け、利用申請を受けまし

た。 
(5)第三者評価の受審 
① 2004年度の上井草園に続いて、2005年度

は松ノ木・和泉・上井草ふれあいの家を対

象に『福祉サービス第三者評価』を受審し

ました。各事業所はそれぞれの受審結果を

真摯に受け止め、できるところから改善に

努めていきます。 
(6)法人内会議の見直しおよび事務処理の効

率化 
① 会議のあり方を見直し、情報交換を主と

する会議は廃止しました。効率よく会議を

進めるために、資料の事前配付や主宰者の

役割を明確にしました。会議の報告につい

ては、参加した職員が迅速かつ正しい内容

を伝え、参加していない職員もまた自ら情

報把握に努めました。 

② 事務処理未整理のものもありますが、さ

まざまな様式を統一し、事務の効率化を図

りました。 

③ 2005年4月、ソフトとハードの入れ替え

を行ないました。新規導入パソコンは、Ｌ

ＡＮの構築とともにインターネットが活用

できるよう整備しました。 
(7)ＩＳＯ取得のための準備 

① 介護保険法改正等の準備に追われ、ＩＳ

Ｏ取得の準備まで取り組むことができませ

んでした。 

(8)制度改革を見据えた準備 
① 四つの会の事業の統廃合および組織再編

の検討結果、社団法人友愛の灯協会の訪問

介護事業が当法人へ移行することになりま

した。当法人は、住む（特養）、通う（デイ）、

泊まる（ショート）に加え、訪問する（ホ

ームヘルプ）という４つのサービス機能を

有することになります。今後は、これらの

機能を一定規模のなかで展開し、一人ひと

りの生活に寄り添ったサービスを提供して

いきます。 

  また、社団法人友愛の灯協会の居宅介護

支援事業も当法人の居宅介護支援事業へ統

合・移行となりました。これにより、当法

人は、600人以上の利用者の居宅介護支援

事業を担当することになります。利用者に

身近な当法人のケアマネジャーが担当する

ことにより、より迅速に対応し、細やかな

対応が期待できます。 

  さらに、介護保険法の改正により、地域

包括支援センターが創設されます。当法人

は、善福寺と上井草地域2か所での受託が

決まり、2006年4月の開設に向け、その準

備に取り組んできました。 

  杉並区善福寺三丁目の特別養護老人ホー

ムの建設については、近隣住民への説明会

を開催（5回）しながら基本設計を作成し
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ました。2007年8月の開設に向け、今後は

実施設計、建設工事へとすすみます。 
≪その他≫ 

 2005年12月、新宿労働基準監督署から当

法人の時間外労働等の取り扱いについて、是

正勧告および指導を受けました。法人として

は、迅速に労働環境改善計画書を作成し、計

画に基づいて改善を図ってきました。 

 
３ 地域に開かれ、愛される施設を目指 

します 
(1)法人や事業の情報の公開 
① 2005年4月、インターネットホームペー

ジを開設しました.ホームページには,法人

の理念、事業の運営方針、法人の沿革、事

業所案内、事業計画および事業報告、予算

および決算、サンフレンズだよりネット版

等、法人の重要事項を掲載しています。 

  また、各事業所の行事や利用空き状況等、

最新情報については、毎月更新しています。 
② インターネットを介しての介護相談につ

いては、解決すべき問題があり、実施して

いません。 

③ 法人紙『サンフレンズだより』は、年 6

回（隔月）の発行と臨時（介護保険改正に

伴う利用料変更のお知らせ等）号を発行し

ました。 

④ インターネットだけではなく、各事業所

の窓口でも事業計画および事業報告、予算

および決算、運営規程等、誰でもいつでも

閲覧することができ、情報の公開に努めて

きました。 

(2)施設公開 
① 2004年度に続いて、2005年度も施設公開

を実施しました。対象施設はサンフレンズ

上井草（上井草園、上井草ふれあいの家、

ケア 24）、和田ふれあいの家、永福ふれあ

いの家の 3か所です。2年連続で実施して

いるサンフレンズ上井草の訪問者数は、前

回を大きく上回りました。 

(3)ボランティアや実習生の受け入れ 
① 教員養成のための介護体験実習生や資格

取得のための実習生を積極的に受け入れま

した。実習生の受入れは、指導する立場と

なる職員の資質の向上にもつながりました。 

  また、ボランティアは利用者と直接関わ

れる部分に参加しています。施設内だけで

はなく、外出や外食等にも参加していただ

きました。 
② ボランティア活動の調整役とも言えるボ

ランティアコーディネーターは必要ですが、

設置についての検討まではすすめませんで

した。 

 
４ 一人ひとりの職員の資質の向上を図

ります 
(1)職員研修の実施 
① 2005年度の職員研修は延べ60回行ない

ました。内訳は、法人主催の研修17回、外

部団体主催の研修43回となっています。研

修の参加者総数は388人でした。研修に参

加した職員は、研修で得た知識や技術を他

の職員にも伝え、また、介護現場での実践

に活かしています。 
(2)心の相談窓口の開設 

① 窓口を設置することができませんでした。 
(3)提案制度の創設 
① 職場では、発言しやすい環境づくりに努

めていますが、提案制度を創設することは

できませんでした。 

(4)研修発表会の実施 
① 法人設立 10周年記念論文での表彰者 3

名が研修したその報告と、法人の新しい事

業となる地域包括支援センターについての

研修発表会を2006年2月に行ないました。

出席者は45人で、職員はもとより後援会会

員や地域住民の参加もありました。 
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Ⅲ ２００５年度の法人の「主なできごと」 
 

2006年 4月 1日現在 
４月 

 

 

・社会福祉法人サンフレンズホームページの開設 
・ふれあいの家送迎業務の一部を直営に（直営車両 5台） 
・上井草園々長に飯田 勤氏就任 

５月 ・和田ふれあいの家 利用者定員変更（一般デイ 30名から 35名に増員） 
６月 ・個人情報保護制度検討委員会設置 
８月 ・和泉ふれあいの家 浴室新設工事を実施 

・和泉ふれあいの家 入浴サービスを開始 
・杉並区善福寺三丁目特別養護老人ホーム建設・運営法人に選定される 

９月 ・永福ふれあいの家 厨房等設備改修工事を実施 
・善福寺特養の建設・運営プロジェクトチーム設置 
・四つの会事業再編・統合検討委員会設置 

 
 
 
２

０

０

５

年 
 
 
 
 

11月 ・和泉ふれあいの家第三者評価（株式会社日本生活介護）を受審  
・松ノ木ふれあいの家第三者評価（株式会社日本生活介護）を受審  
・上井草ふれあいの家第三者評価（株式会社日本生活介護）を受審  

１月 ・永福ふれあいの家 利用者定員変更（一般デイ 60名から 70名に増員）  
 
 
２

０

０

６

年 

４月 
 

 

・第 7期理事会スタート（理事長 大友信勝氏再選） 第 4期評議員会スタート 
・サンフレンズ上井草の調理・配食業務委託業者変更 
・松ノ木ふれあいの家 名称変更（杉並区立高齢者在宅サービスセンター松ノ

木ふれあいの家から高齢者在宅サービスセンター松ノ木ふれあいの家に変

更） 
・社団法人友愛の灯協会から老人居宅介護等事業（サンフレンズ友愛介護セン

ター）および居宅介護支援事業（サンフレンズ友愛支援センター）の譲渡 
・杉並区地域包括支援センターケア２４上井草およびケア２４善福寺の受託運

営開始 
・特養・ショートステイ利用者対象の移送サービス開始（2006年 3月 31日 東
京運輸支局長許可） 
・ふれあいの家送迎業務直営の拡大（直営車両 5台から 10台に） 
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収 支 計 算 書 
(自)平成17年4月1日 

(至)平成18年3月31日 
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貸 借 対 照 表 
平成18年3月31日現在 

2005年度事業報告・決算書の全文は、特別養護老人ホーム上井草園および和
田・和泉・松ノ木・永福ふれあいの家に備えてあります。いつでもご自由に閲

覧できます。2006年度事業計画書・予算書も閲覧できます。 
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サンフレンズだより 30号（2006年 3月 25
日発行）でお伝えしましたとおり、社団法人

友愛の灯協会から訪問介護事業（サンフレン

ズ友愛介護センター）と居宅介護支援事業（サ

ンフレンズ友愛支援センター）が、当法人に

移行されました。今号では、それぞれの事業

内容をご紹介します。 
 
 
 

 

 

 1977年に設立された友愛の灯協会では、地
域福祉の充実や住み慣れた地域で安全で安心

できる生活を維持していきたいという住民の

願いを実現すべく、訪問介護事業を実施して

きました。サンフレンズへの移行を機に、よ

り一層、地域に密着した介護センターとして

事業を展開していきたいと思っています。ど

うぞよろしくお願いします。 
①介護保険利用の場合 

・ケアマネジャーの居宅介護サービス計画に

もとづき、訪問介護員（１～2 級のホーム
ヘルパー研修修了者・介護福祉士等）が在

宅生活を支援します。 
・サービスの内容 
 身体介護＝食事の介助、排泄の介助、更衣

の介助、清拭・入浴の介助 
 生活援助＝調理、洗濯、掃除、買物、薬の

受け取りなど 
②自費の場合 

・介護保険の認定を受けていない方、入院・

入所中の方などに対して、介護保険外の援

助、墓参りの付き添い、外出援助、衣替え

のお手伝い、花の水やりなどのサービスを

提供します。 
・夜間滞在（泊まり）の必要な方の対応も可

能です。 

 
 

 
         小池 

        亀村 山口 佐藤 

      木本 半貫 宇治川 

 
 
 
 
 
 
 
友愛の灯協会支援センターは、4 月から新
たにサンフレンズ友愛支援センターとして元

気いっぱいスタートを切りました。昨年度と

変わらずご利用者の気持ちに届くようなサー

ビスを心がけ、サンフレンズの他のサービス

事業所と連携を図り、総合的なサービス提供

を目指します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

 
福田 石村 

訪問介護事業 

（サンフレンズ友愛介護センター） 

居宅介護支援事業 

（サンフレンズ友愛支援センター） 



 13 

 
 
 
アートデリバリーが始まります！ 

アートデリバリーって何？ 
介護する人、介護される人への出張芸術講

座です。日々の介護・生活にアートを取り入

れ、利用者も職員もこころの世界を広げてい

くひとときです。 

 
 
  高齢者施設では利用者は総じて介護される
人、世話をされている人にとどまっているの

が現状です。利用者が無力感、喪失感を感じ

ていることが多いのです。役割もなく、心の

深い部分を表現することもなく、理解される

こともなく日々が過ぎていきます。 
  しかし、人間はいくつになっても、きっか
けさえあれば新しいことをしていきます。引

き出されるチャンスさえあれば心の内なるパ

ワーが溢れ出します。アートデリバリーはそ

のお手伝いをしていくものです。 
  重度の認知症の方でも、「きれい」「美しい」
ものに対する感性は見事に残っていますよね。

人間に最後まで残っている五感、その感性を

ゆっくり引き出していきましょう。 
  これからの高齢者施設は芸術活動の大きな
役割・価値を再認識し、個々の感性を自己表

現していく生活芸術をあふれさせていくこと

が求められています。 

 
 
 
昨年もアートデリバリーをサンフレンズ上

井草で 1年間実施してきました。今年度も以
下のプログラムを予定しています。 

5月 

五感のひとつ「手－触覚」

から記憶を呼び起こし絵

の具で表現「墨流しでは

がきを作る」 

藤原ゆみこ 

（美術家） 

7月 
からだをほぐして描く自

分の絵 

さとう陽子 

（美術家 ） 

8月 
ゆっくりとからだをほぐ

してフリーダンス 

風姫 

（ダンサー ） 

10月 みんなでつなげる紙芝居 
木谷安憲 

（美術家 ） 

11月 

母の介護生活から生まれ

た作品を身につけて（写

真・鑑賞） 

折元立身 

(パフォーマー) 

落田信哉 

(写真家) 

  日時等、随時上井草園内に掲示していきま
す。職員もガイドの役割を返上して、ご利用

者と一緒に楽しんでいきましょう。ご家族様、

ボランティアの皆様もどうぞご参加ください。 
 
主催 特定非営利活動法人 NPO 芸術

資源開発機構（ARDA） 
http://www.arda.jp/ 

お問合せ 藤山邦子（上井草園生活相談員） 
参加費 2,000円 

 
 

行事予定 

開設記念日 6 月 2 日（金） 

今年で 9年経ちました。10年目を迎えます。
昼食時、松花弁当とちょっぴりお酒で祝いま

しょう。 
 

七夕 7 月 7 日（金） 

園内、笹と願い事でいっぱいにします。 
 

納涼祭 8 月 20 日（日） 

今年も夕方から始めます。 
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お花見 

3 月 27 日(月)～4 月 1 日（土） 

 今年は、バス 3 台で練馬区の南田中団地前
の石神井川河岸の桜並木、石神井公園へ出か

けました。天候にも恵まれ、満開の桜の木の

下で記念撮影をすることができました。男性

からは｢一杯やりたいねえ｣との声、女性から

は「わたしは花よりダンゴの方だわ」との声

もあり、まるで観光バスに乗っているような、

にぎやかで楽しいお花見となりました。 

 
 

観泉寺の牡丹と善福寺公園の鯉のぼり 

4 月 27 日（木）～5 月 3 日（水） 

 桜のお花見に行けなかった方を中心に、バ

ス 2 台で観泉寺へ出かけました。木々に囲ま
れた静かなお寺で、境内のしだれ桜や牡丹は、

地域の皆様に親しまれています。ご利用者の

中には、毎日散歩に行く方もいらっしゃいま

す。 
入り口ではたくさんのタケノコが迎えてく

れました。つつじや石楠花を見ながら、ゆっ

くりと歩きました。赤やピンクの大輪の牡丹

が見えると「うわー、きれい！」と歓声が上

がり、心なしか足取りも軽くなっているよう

でした。花の女王とも言われる色とりどりの

大輪の牡丹を背に記念撮影をしました。 
牡丹の次は、善福寺公園の鯉のぼりの見学

です。最近では見かけることの少なくなった

大きな鯉のぼりが、池の上で優雅に泳ぐ姿を

バスの中から眺めました。今年は 14匹でした。
また、善福寺公園の新緑も味わい、帰路につ

きました。 
 

 
 
 

 
 

誕生月外食 

4 月 17 日（月）～19 日（水） 

昨年度に続き、今年もボランティアの皆様

に協力していただいて、小グループで外出し

ました。善福寺のイタリアンレストランでは

ピザやムニエル、また和食レストランでは松

花堂弁当に舌づつみをうちました。 

 
 

 

行事予定 

開園記念日 ６月 7 日（水） 
行事食をお楽しみに。 

家族介護教室 ６月２３日（金） 

時間：午後２時～３時３０分 

テーマ：おいしく食べていきいき過ごす 

お問合せ：上井草ふれあいの家 

七夕 ７月 
七夕飾りをつくりましょう！ 

納涼祭 ８月２１日（月）～２３日（水） 

にぎやかに楽しみましょう！ 

ボランティアさん大募集です！ 
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蚕糸の森まつりに参加 

3 月 26 日（日） 

和田ふれあいの家の職員が蚕糸の森まつり

に参加しました。 
 昨年と同様「塩焼きそば」と「介護相談」

の 2 本立てでの出店です。天気にも恵まれ、
たくさんのお客さんがいらっしゃいました。

永福ふれあいの家からの助っ人も大活躍し、

おかげで塩焼きそばは 300食を売りきるほど
大繁盛しました。 
 地域のみなさんに「和田ふれあいの家」を

知っていただくいい機会になりました。 
 また来年も参加します！ 

 
 
バイキング 

５月３日（水） 

昼食をバイキング形式で行いました。筍ご

飯、中華粥、エビフライ、コロッケ、バンバ

ンジー、フルーツの盛り合わせなど。たくさ

んの料理に皆さん「そんなに食べられない！」

と言いつつも箸をのばしていらっしゃいまし

た。 
 人気だったメニューはホタテの貝柱入りの

「中華粥」。普段はお粥を好まないご利用者も、

「このお粥はおいしい」とたくさん召し上が

っていました。中には、作り方を厨房のスタ

ッフに聞いているご利用者もいらっしゃいま

した。 

 
 
 
 昼食をバイキング形式で行うと、皆様いつ

も以上にたくさん召し上がってくださいます。

きっと満足していただけたのでしょう。また

企画しますね！お楽しみに！ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

行事予定 

春の外食月間 

６月・７月 

 美味しいものを食べにお出かけしましょう。 
 
夏祭り 

８月２３日（水）・２４日（木）・２５日（金） 

今年も開催します！ 
 
＊ボランティアに来てくださる方、ご

家族の方のご参加を募集しております。 
 




